
7 広報すおう大島 平成 27 年 ( 2015 年 )11 月号

　
　国民年金保険料は、納付された全額が社
会保険料控除の対象になり、年末調整や確
定申告の際に１年間の納付額を申告するこ
とにより税の控除が受けられます。
　このため日本年金機構本部から、納付さ
れた国民年金保険料の額を証明する「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明書」が
送付されます。
　送付時期は、本年１月１日から９月 30
日までに保険料を納付された方は、11 月
上旬に、年の途中から国民年金に加入され
た場合などで、10 月１日以降に本年初め
て保険料を納付された方については、翌年
の２月上旬に送付されます。
　年末調整、確定申告及び住民税の申告の
手続きの際は、この控除証明書や領収証書
を必ず添付してください。

◆問い合わせ　日本年金機構
（平成 28 年３月 15 日㈫まで）
　☎０５７０（０５８）５５５

（ナビダイヤル）
※０５０から始まる電話でおかけになる場合は

☎０３（６７００）１１４４

国民年金保険料の控除証明書が
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地方税の申告は
ｅＬＴＡＸは、地方税における手続きを、インターネットを利用
して電子的に行うシステムです。

◆法人市町村民税
平成 27 年 4 月 1 日から全ての地方公共団体で電子申告の受付が
可能となりました。
◆固定資産税（償却資産）
平成 27 年 12 月 21 日から全ての地方公共団体で電子申告の受付
が可能となる予定です。
ｅＬＴＡＸに関する、詳しい情報はホームページをご覧ください
　　　　　　　　　ホームページアドレス　http://www.eltax.jp/
ヘルプデスクへのお問い合わせ　☎０５７０－０８１４５９
ｅＬＴＡＸをご利用できる時間　８：３０～２４：００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土日祝、年末年始は除く。）

で！

一般社団法人 地方税電子化協議会
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・手続きは自宅やオフィスから
・複数の地方公共団体へまとめて一度に送信

・ｅＬＴＡＸのサービスは無料
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